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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

発　　　　行
高　　知　　県
高 知 市 丸 ノ 内
一丁目 2番 20 号
発　行　日
毎 週 2 回

（火曜日・金曜日）

公布された条例のあらまし

◆高知県税条例等の一部を改正する条例（令和 8年高知県条例第24号）

1　条例改正の目的

地方税法等の一部を改正する法律（令和 8年法律第 2号）が令和 8年 3月31日に公布

されたこと等に伴い、不動産取得税、軽油引取税及び自動車税について必要な改正をす

ることとした。

2　主要な内容

( 1 )　不動産取得税

ア　免税点について、土地の取得にあっては16万円（改正前は10万円）に、家屋の取

得のうち、建築に係るものにあっては66万円（改正前は23万円）、その他のものに

あっては34万円（改正前は12万円）に引き上げること。（第77条第 1項）

イ　新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅

新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を令和13年 3月31日まで延

長すること。（付則第16条）

ウ　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）に規定する認定

長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和13年 3月31日まで

延長すること。（付則第17条）

( 2 )　軽油引取税

軽油引取税の税率の特例措置を廃止等すること。（付則第22条の 5から第22条の 7

まで）

( 3 )　自動車税

ア　令和 8年 4月 1日に自動車税の環境性能割を廃止し、現行の種別割を自動車税と

するほか、所要の規定の整備を行うこと。（第 2章第 8節）

イ　排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初

回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別

割の特例措置の延長をすること。（付則第23条）

( 4 )　その他所要の規定の整備を行うこと。

3　施行期日

この条例は、令和 8年 4月 1日から施行することとした。

　　　　　　目　　次
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条 例

高知県税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 8年 3月31日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県条例第24号

高知県税条例等の一部を改正する条例

（高知県税条例の一部改正）

第 1条　高知県税条例（昭和33年高知県条例第 1号）の一部を次のように改正する。

目次中「第155条の13」を「第155条」に改める。

第 5 条第 3 項第 3 号を削り、同項第 4 号中「の種別割（法第145条第 2 号に規定する

種別割をいう。以下同じ。）」を削り、「第155条の 3 ただし書」を「第146条ただし

書」に改め、同号を同項第 3号とし、同項第 5号中「の種別割」を削り、同号を同項第

4号とする。

第26条中「第155条の 7第 4項」を「第150条第 5項」に改め、「の種別割」を削り、

同条第 2号中「若しくは法第74条の10第 1項若しくは第 3項」を「又は法第74条の10第

1 項若しくは第 3 項」に改め、「又は法第161条第 1 項の規定による申告書」を削り、

同条第 4号中「又は第161条第 2項」を削る。

第36条第 3 項中「に係る所得を」を「（法第23条第 1 項第15号ロに掲げるものを除

く。以下この項において同じ。）に係る所得を」に改める。

第77条第 1項中「10万円」を「16万円」に、「23万円」を「66万円」に、「12万円」

を「34万円」に改める。

第86条の 4第 1項中「第153条において同じ。」を削る。

第142条第 1 項中「第145条第 3 号」を「第145条」に、「第155条の12」を「第154

条」に、「当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者」を「その

所有者」に、「種別割を」を「自動車税を」に改め、「種別割によって、それぞれ」を

削り、同条第 2項を削る。

第143条第 1 項中「自動車税の賦課徴収については、買主を前条第 1 項に規定する自

動車の取得者（以下「自動車の取得者」という。）及び」を「買主を」に改め、同条第

2項中「自動車の取得者及び」を削り、同条第 3項及び第 4項を削る。

第144条（見出しを含む。）及び第145条（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車

税」に改める。

第146条から第155条の 2までを削る。

第155条の 3 の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「種別割」を「自

動車税」に改め、同条第 1号中「道路運送車両法第 4条」を「道路運送車両法（昭和26

年法律第185号）第 4条」に改め、同条を第146条とする。

第155条の 4 の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1 項中「種別割」

を「自動車税」に改め、同項第 1 号ア(ア)中「第149条第 1 項第 1 号」を「附則第12条

の 3 第 1 項」に改め、同条第 2 項中「種別割」を「自動車税」に、「同項」を「同項

（同号に係る部分に限る。）」に改め、同条を第147条とする。

第155条の 5（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第148条

とする。

第155条の 6（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第149条

とする。

第155条の 7 の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1 項中「種別割」

を「自動車税」に改め、同条第 2項中「新規登録」を「道路運送車両法第 7条第 1項に

規定する新規登録（以下「新規登録」という。）」に、「第177条の10第 1 項」を「第

157条第 1 項」に、「種別割」を「自動車税」に、「第155条の 5 」を「第148条」に改

め、同条第 3項中「、種別割」を「、自動車税」に、「種別割額」を「自動車税額」に

改め、同条第 4 項中「種別割額」を「自動車税額」に改め、同条第 5 項及び第 6 項中

「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第150条とする。

第155条の 7 の 2 （見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第

150条の 2とする。

第155条の 8 の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1 項中「種別割」

を「自動車税」に、「移転登録」を「道路運送車両法第13条第 1項の規定による移転登

録（次項において「移転登録」という。）」に、「第177条の13第 1項」を「第160条第

1項」に改め、同項第 2号中「第155条の 3」を「第146条」に改め、同項第 5号中「第

146条第 3 項」を「第146条第 2 項」に改め、同条第 2 項中「第177条の13第 1 項」を

「第160条第 1 項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 3 項中「種別割」を

「自動車税」に改め、同条を第151条とする。

第155条の 9（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第152条

とする。

第155条の10の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1 項中「種別割

額」を「自動車税額」に改め、同条第 3項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を

第153条とする。

第155条の11第 1 項中「種別割額」を「自動車税額」に、「当該種別割の」を「当該

自動車税の」に、「第177条の10第 2項」を「第157条第 2項」に、「種別割に」を「自

動車税に」に改め、同条を第153条の 2とする。

第155条の12の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1項中「第145条第

3 号」を「第145条」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同項第 1 号中「身体障害

者」を「身体に障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの（以下この条において

「身体障害者」という。）」に改め、同項第 2号中「重度身体障害者等」を「身体障害

者のうち規則で定める重度の障害を有する者（以下この号において「重度身体障害者」

という。）又は精神に障害を有し、歩行が困難な者で規則で定めるもの（以下この号に

おいて「精神障害者」という。）（以下この号において「重度身体障害者等」とい

う。）」に改め、同条第 2項中「身体障害者等」を「身体障害者等（身体障害者又は精

神障害者をいう。）」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 3項各号列記以外

の部分中「種別割」を「自動車税」に改め、同項第 1 号中「種別割の」を「自動車税

の」に、「種別割額」を「自動車税額」に改め、同項第 2号中「種別割の」を「自動車

税の」に、「第177条の10第 1項」を「第157条第 1項」に、「種別割に」を「自動車税

に」に、「種別割額」を「自動車税額」に改め、同条第 4 項中「種別割」を「自動車

税」に、「免許情報記録個人番号カード」を「免許情報記録個人番号カード（道路交通

法（昭和35年法律第105号）第95条の 2 第 4 項に規定する免許情報記録個人番号カード

をいう。以下この条において同じ。）」に改め、同項第 2号の 2中「免許情報記録の番

号」を「免許情報記録（道路交通法第95条の 2第 2項第 1号に規定する免許情報記録を

いう。以下この号において同じ。）の番号」に改め、同条第 5項中「特定免許情報」を

「特定免許情報（道路交通法第95条の 2第 2項に規定する特定免許情報をいう。）」に

改め、同条第 6 項及び第 7 項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第154条とす

る。
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第155条の13（見出しを含む。）中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第155条

とする。

付則第 9条の前の見出し及び同条を削る。

付則第 9条の 2に見出しとして「（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）」を

付し、同条第 1項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同法第41条第 1項

に規定する居住年（以下この条及び次条において「居住年」という。）が」に、「にお

いて、前条第 1 項の規定の適用を受けないときは、法附則第 5 条の 4 の 2 第 1 項」を

「には、法附則第 5条の 4第 1項」に、「合計額」を「合計額（居住年が平成28年から

令和 7年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第86

条第 2項に規定する基礎控除の額（租税特別措置法第41条の16の 2第 1項の規定の適用

がある場合には、その適用後の額）から48万円を控除して得た額（当該控除して得た額

が零を下回る場合には、零とする。）を加算した額）」に改め、同条第 2項中「付則第

9条の 2第 1項」を「付則第 9条第 1項」に改め、同条を付則第 9条とする。

付則第 9条の 2の 2第 1項中「付則第 9条及び」及び「付則第 9条第 1項中「租税特

別措置法第41条又は第41条の 2の 2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号）第13条第 1項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第41条の 2の 2」と、」を削り、同条第 2項中「付則第 9条及び」及び「付則第 9

条第 1項中「法附則第 5条の 4第 1項」とあるのは「法附則第45条第 2項の規定により

読み替えて適用される法附則第 5条の 4第 1項」と、」を削り、「附則第 5条の 4の 2

第 1項」を「附則第 5条の 4第 1項」に改め、同条を付則第 9条の 2とする。

付則第 9条の 2の 3第 2項中「付則第 9条の 2の 3第 1項」を「付則第 9条の 2の 2

第 1項」に改め、同条を付則第 9条の 2の 2とする。

付則第 9条の 2の 4中「第 9条の 2第 1項」を「第 9条第 1項」に改め、同条を付則

第 9条の 2の 3とする。

付則第 9条の 2の 5中「第 9条の 2第 1項」を「第 9条第 1項」に改め、同条を付則

第 9条の 2の 4とする。

付則第16条及び第17条中「令和 8年 3月31日」を「令和13年 3月31日」に改める。

付則第21条第 1項中「第 3項において同じ。」を削り、「以下この条」を「福島県の

区域内に所在し、又は所在していたものに限る。以下この項」に、「令和 8年 3月31日

まで」を「令和 8 年 4 月 1 日から令和11年 3 月31日までの間」に改め、同条第 2 項中

「被災家屋」を「東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋」に、「土地（」を

「土地（福島県の区域内にあるものに限る。」に、「令和 8年 3月31日まで」を「令和

8年 4月 1日から令和11年 3月31日までの間」に改め、同条第 3項を削り、同条第 4項

を同条第 3 項とし、同条第 5 項を同条第 4 項とし、同条第 6 項中「所在していた農用

地」を「所在していた農用地（農業経営基盤強化促進法第 4条第 1項第 1号に規定する

農用地をいう。）」に改め、同項を同条第 5項とする。

付則第22条の 5から第22条の10までを次のように改める。

第22条の 5から第22条の10まで　削除

付則第23条の見出し中「の種別割」を削り、同条第 1 項中「法第149条第 1 項第 1 号

に規定する電気自動車」を「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの」

に、「同項第 2号に規定する天然ガス自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃

料として用いる自動車で法附則第12条の 3 第 1 項に規定する総務省令で定めるもの」

に、「法附則第12条の 3 第 1 項」を「同項」に、「法第149条第 1 項第 3 号に規定する

電力併用自動車をいう。次条において」を「内燃機関を有する自動車で併せて電気その

他の同項に規定する総務省令で定めるものを動力源として用いるものであって、廃エネ

ルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）

第 2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので法附則第12条の 3

第 1 項に規定する総務省令で定めるものをいう。以下」に、「第155条の 4 第 1 項第 3

号ア(ア)に」を「第147条第 1 項第 3 号ア(ア)に」に、「第155条の12第 1 項」を「第

154条第 1項」に改め、「の種別割」を削り、「第155条の 4第 1項及び第 2項」を「第

147条第 1項及び第 2項」に改め、同項各号を次のように改める。

( 1 )　ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。以下

この条において同じ。）又は石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力

源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので法附則第12条の 3

第 1 項第 1 号に規定する総務省令で定めるものをいう。以下この条において同

じ。）に該当するものを除く。次号において同じ。）で平成27年 3月31日までに最

初の道路運送車両法第 7条第 1項に規定する新規登録（以下「初回新規登録」とい

う。）を受けたもの　初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属

する年度

( 2 )　軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電

力併用自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）その他の前号に

掲げる自動車以外の自動車で平成29年 3月31日までに初回新規登録を受けたもの　

初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

付則第23条第 1項の表中「第155条の 4」を「第147条」に改める。

付則第23条第 2 項中「第155条の 4 第 1 項及び第 2 項」を「第147条第 1 項及び第 2

項」に、「令和 4年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで」を「令和 7年 4月 1日から令

和10年 3 月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項第 2 号中「第147条第 1 項第

1号ア(ア)ａに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害

防止その他の環境保全上の技術基準（以下この号及び次項各号において「排出ガス保安

基準」という。）」に、「法第149条第 1 項第 2 号ロに規定する平成21年天然ガス車基

準」を「道路運送車両法第41条第 1項の規定により平成21年10月 1日（同法第40条第 3

号に規定する車両総重量が3.5トンを超え12トン以下の天然ガス自動車にあっては、平

成22年10月 1日）以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附

則第12条の 3 第 2 項第 2 号に規定する総務省令で定めるもの」に改め、同項第 3 号中

「法第149条第 1 項第 3 号に規定する」を削り、同項第 4 号から第 6 号までを削り、同

項の表中「第155条の 4」を「第147条」に改める。

付則第23条第 3項を次のように改める。

3 　次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対する第147条第 1 項第 1 号ア及び第

4号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和 7年 4月 1日から令和 8

年 3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和 8年度分の自動車税に限

り、前項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

( 1 )　ガソリン自動車（充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。）のう

ち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第 1項の規定により平成30年10月

1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附則第12条

の 3第 3項第 1号に規定する総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の 2分

の 1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第 1項の規定

により平成17年10月 1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
5
2
号

令
和

8
年

6
月
1
9
日
（
金
曜
日
）
　

4

基準で法附則第12条の 3第 3項第 1号に規定する総務省令で定めるものに定める窒

素酸化物の値の 4分の 1を超えないものであって、エネルギーの使用の合理化及び

非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）第151条第 1 号

イに規定するエネルギー消費効率（以下この項において「エネルギー消費効率」と

いう。）が同法第149条第 1 項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造

事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して法附則第12条の 3第 3項第 1号に

規定する総務省令で定めるエネルギー消費効率（以下この号において「基準エネル

ギー消費効率」という。）であって令和12年度以降の各年度において適用されるべ

きものとして定められたもの（次号及び第 3号において「令和12年度基準エネルギ

ー消費効率」という。）に100分の90を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消

費効率であって令和 2年度以降の各年度において適用されるべきものとして定めら

れたもの（次号及び第 3 号において「令和 2 年度基準エネルギー消費効率」とい

う。）以上のもので法附則第12条の 3第 3項第 1号に規定する総務省令で定めるも

の

( 2 )　石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条第 1項の

規定により平成30年10月 1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス

保安基準で法附則第12条の 3第 3項第 2号に規定する総務省令で定めるものに定め

る窒素酸化物の値の 2分の 1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が道路運送車

両法第41条第 1項の規定により平成17年10月 1日以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で法附則第12条の 3第 3項第 2号に規定する総務省令

で定めるものに定める窒素酸化物の値の 4分の 1を超えないものであって、エネル

ギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値

以上かつ令和 2年度基準エネルギー消費効率以上のもので同号に規定する総務省令

で定めるもの

( 3 )　軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条第 1項の規定により平成30年10月 1

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で法附則第12条の

3第 3項第 3号に規定する総務省令で定めるもの又は道路運送車両法第41条第 1項

の規定により平成21年10月 1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガ

ス保安基準で法附則第12条の 3第 3項第 3号に規定する総務省令で定めるものに適

合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に

100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和 2 年度基準エネルギー消費効率以上のも

ので同号に規定する総務省令で定めるもの

付則第23条の 2 第 1 項中「法第146条第 2 項」を「道路運送車両法第 2 条第 5 項」に

改め、「の種別割」を削り、「第155条の 4第 1項」を「第147条第 1項」に改め、同条

第 2 項中「の種別割」を削り、同条第 3 項中「第155条の12第 1 項」を「第154条第 1

項」に、「法第146条第 2 項」を「道路運送車両法第 2 条第 5 項」に改め、「の種別

割」を削り、「第155条の12第 3項」を「第154条第 3項」に改め、同条第 4項中「の種

別割」を削り、「第155条の12第 3 項の」を「第154条第 3 項の」に改め、同項の表中

「第155条の12」を「第154条」に改める。

付則第30条の 2第 2項第 3号中「、第 9条第 1項及び第 9条の 2第 1項」を「及び第

9条第 1項」に改め、同項第 4号中「付則第 9条の 2の 4及び第 9条の 2の 5」を「付

則第 9条の 2の 3及び第 9条の 2の 4」に改め、同条第 5項第 3号中「、第 9条第 1項

及び第 9条の 2第 1項」を「及び第 9条第 1項」に改め、同項第 4号中「付則第 9条の

2の 4及び第 9条の 2の 5」を「付則第 9条の 2の 3及び第 9条の 2の 4」に改める。

付則第35条中「付則第 9条の 2第 3項及び第 9条の 2の 2第 3項」を「付則第 9条第

3項及び第 9条の 2第 3項」に改める。

（高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部改正）

第 2条　高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例（平成14年高知県

条例第54号）の一部を次のように改正する。

第 4条の前の見出し及び同条を削る。

第 5条に見出しとして「（自動車税の課税免除）」を付し、同条第 1項中「供する自

動車」を「供する自動車（地方税法第145条に規定する自動車をいう。以下この条にお

いて同じ。）」に改め、「の種別割」を削り、同条第 2項及び第 3項中「の種別割」を

削り、同条を第 4条とし、第 6条を第 5条とする。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、令和 8年 4月 1日から施行する。

（個人の県民税に関する経過措置）

2 　別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の高知県税条例（以下「新条

例」という。）の規定中個人の県民税に関する部分は、令和 8年度以後の年度分の個人

の県民税について適用し、令和 7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例

による。

（不動産取得税に関する経過措置）

3　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の不動産の取得に対して課すべき不動産

取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税について

は、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

4 　施行日前に高知県税条例第130条第 1 項若しくは第 2 項に規定する軽油の引取り、同

条第 3項の燃料炭化水素油の販売、同条第 4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、

同条第 5 項の炭化水素油の消費若しくは同条例第131条第 1 項各号の軽油の消費、譲渡

若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第

130条第 6 項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率について

は、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

5　新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和 8年度以後の年度分の自動車税につい

て適用する。

6　施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。

7　前項の規定によりなお従前の例によることとされたこの条例による改正前の高知県税

条例（以下この項において「旧条例」という。）第153条第 1項又は第154条第 1項の規

定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧

条例第153条第 5 項若しくは第154条第 2 項の規定による還付又は旧条例第153条第 6 項

（旧条例第154条第 4 項において準用する場合を含む。）の規定による充当について

は、なお従前の例による。

8　令和 7年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
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規 則

高知県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 8年 3月31日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第27号

高知県税規則の一部を改正する規則

高知県税規則（昭和33年高知県規則第11号）の一部を次のよう

に改正する。

第 5条第 2号中「第155条の 7第 5項」を「第150条第 5項」に

改め、同条第 3号中「、第141条の20第 4 項及び第155条第 4項」

を「及び第141条の20第 4 項」に改める。

第 7条の 3第 1項中「種別割」を「自動車税」に改める。

第34条の 2 中「第39条の 2 第 3 号エ」を「第39条の 2 第 3 号

オ」に改め、同条第 3号中「第78条第 3項の規定により特定寄附

金とみなされる」を「第78条第 2項第 4号に規定する」に、「特

定公益信託」を「公益信託」に改める。

第 2章第 6節中第72条の 9から第72条の12までを次のように改

める。

第72条の 9から第72条の12まで　削除

第72条の13中「第155条の 2第 1項第 2号」を「第154条第 1項

第 1号」に改める。

第72条の14第 1 項及び第 2 項中「第155条の 2 第 1 項第 3 号」

を「第154条第 1項第 2号」に改める。

第72条の15中「第155条の 2第 1項第 3号及び第155条の12第 1

項第 2 号」を「第154条第 1 項第 2 号」に改め、「（第72条の17

第 2項において「戦傷病者手帳」という。）」及び「（第72条の

17第 2項において「療育手帳」という。）」を削る。

第72条の16及び第72条の17を次のように改める。

第72条の16及び第72条の17　削除

第73条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1

項中「第155条の 3ただし書」を「第146条ただし書」に、「種別

割」を「自動車税」に改め、同条第 2項中「種別割」を「自動車

税」に改める。

第73条の 2を次のように改める。

第73条の 2　削除

第73条の 3 第 1 項中「第155条の 7 第 3 項」を「第150条第 3

項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 3項第 1号及

び第 2号中「種別割」を「自動車税」に改める。

第73条の 5第 1項及び第 3項中「種別割額」を「自動車税額」

に改める。

第73条の 6中「種別割」を「自動車税」に改める。

第73条の12中「第155条の 7第 3項」を「第150条第 4項」に改

める。

第74条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中

「第155条の 8第 4項」を「第151条第 4項」に改める。

第75条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中

「第177条の10第 2 項」を「第157条第 2 項」に、「種別割」を

「自動車税」に改める。

第76条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1

項中「第155条の10第 2項」を「第153条第 2項」に改め、同条第

2 項中「第155条の10第 2 項」を「第153条第 2 項」に、「種別

割」を「自動車税」に改める。

第76条の 2第 1項中「第155条の11第 1項」を「第153条の 2第

1項」に改め、同項第 1号中「種別割」を「自動車税」に改め、

同条第 2項中「第155条の11第 1項」を「第153条の 2第 1項」に

改め、同条第 3 項及び第 4 項各号列記以外の部分中「第155条の

11第 2 項」を「第153条の 2 第 2 項」に改め、同項第 2 号中「第

155条の11第 1項」を「第153条の 2第 1項」に改め、同項第 4号

中「第155条の11第 2項」を「第153条の 2第 2項」に改め、同条

第 5 項中「第155条の11第 2 項」を「第153条の 2 第 2 項」に、

「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 6 項中「第155条の11

第 1 項」を「第153条の 2 第 1 項」に、「種別割」を「自動車

税」に改める。

第77条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第 1

項中「第155条の12第 1項」を「第154条第 1項」に改め、同項の

表中「第155条の 4 第 1 項各号」を「第147条第 1 項各号」に改

め、同条第 2 項中「第155条の12第 2 項」を「第154条第 2 項」

に、「第155条の 4第 1項各号」を「第147条第 1項各号」に改め

る。

第77条の 2の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条

第 1項及び第 2項中「第155条の12第 4 項」を「第154条第 4項」

に改め、同条第 3 項中「第155条の12第 4 項」を「第154条第 4

項」に、「種別割」を「自動車税」に改める。

第78条の見出し中「種別割納税証明書」を「自動車税納税証明

書」に改め、同条中「第155条の13」を「第155条」に改める。

第 3章第 3節中第88条の 3を次のように改める。

第88条の 3　削除

第88条の 5を次のように改める。

（狩猟税の納付）

第88条の 5 　県税事務所長は、条例第205条第 1 項の規定による

狩猟税の納付があったときは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第56条の規定に

より提出する狩猟者登録の申請書に別記第128号様式の 2 によ

る納税済印を押さなければならない。

第89条第 1項中「、第155条の 9」を削る。

別記第 6号様式の 5を次のように改める。
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第第
６６
号号
様様
式式
のの
５５
（
第
５
条
関
係
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こ
の
用
紙
は
、
機
械
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
し

た
り
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
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県
 
税

自
動
車
税

事
務
所

登
録
番
号

県
 
税

自
動
車
税

事
務
所

登
録
番
号

県
 
税

自
動
車
税

事
務
所

登
録
番
号

   
○公
納
付
書
兼
領
収
証
書

○公
納
付
書
　
（
原
符
）

○公
納
付
書
兼
領
収
済
通
知
書

 
様
式

   
市
　
　
　
　
　
町

番
地

市
　
　
　
　
　
町

番
地

市
　
　
　
　
　
町

番
地

 
郡
　
　
　
　
　
村

郡
　
　
　
　
　
村

郡
　
　
　
　
　
村

  
様

様
様

 
事
務
所

登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ

年
度

事
務
所

登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ

年
度

事
務
所

登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ

年
度

  

税
額

税
額

登
録
番
号
及
び
金

額
の
数
字
は
、
次
の

字
体
で
枠
内
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

税
額

  
延
滞
 

金
額

延
滞
 

金
額

延
滞
 

金
額

 
計

計
計

 
口
座
番
号

加
入
者

口
座
番
号

加
入
者

口
座
番
号

加
入
者

 

納
 
付
 
の
 
場
 
所

上
 
記
 
の
 
と
 
お
 
り
 
領
 
収
 
し
 
ま
 
し
 
た
。

経
 
由
 
機
 
関
 
領
 
収
 
印

受
 
付
 
機
 
関
 
領
 
収
 
印

経
 
由
 
機
 
関
 
領
 
収
 
印

取
り
ま
と
め
郵
便
局
 

徳
島
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

（
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者
）

受
 
付
 
機
 
関
 
領
 
収
 
印

 
上
記
の
税
額
を
最
寄
り
の
納
付
の
場
所
へ
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

県
税
事
務
所
長

 

県
税
事
務
所
長

別記第10号様式の 2を次のように改める。
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第第
1100
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式式
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２２
（
第
５
条
関
係
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備
考
　
こ
の
領
収
証
書
は
、
自
動
車
税
領
収
証
書
、
原
符
、
領
収
済
通
知
書
の
各
片
の
順
に
１
組
と
し
、
１
組
ご
と
に
番
号
を
印
刷
し
て
簿
冊
と
し
、
か
つ
、
表
紙
に
「
県
税
領
収
証
書
（
自
動
車
税
専
用
）
」

の
表
示
及
び
こ
の
領
収
証
書
帳
の
番
号
を
印
刷
し
て
お
く
。

 
（ 第 １ 片 ）

（ 第 ２ 片 ）

こ
の
用
紙
は
、
機
械
処
理
し
ま
す
の
で
、
汚
し
た
り
折
り

曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

（ 第 ３ 片 ）

 
県
 
税

自
動
車
税

登
録
番
号

県
 
税

自
動
車
税

登
録
番
号

県
 
税

自
動
車
税

登
録
番
号

  
第
　
　
　
号
　
　
頁

第
　
　
　
号
　
　
頁

第
　
　
　
号
　
　
頁

  
様
式

自
動
車
税
領
収
証
書

様
式

原
符

様
式

領
収
済
通
知
書

   
市
　
　
　
　
　
町

番
地

市
　
　
　
　
　
町

番
地

市
　
　
　
　
　
町

番
地

 
郡
　
　
　
　
　
村

郡
　
　
　
　
　
村

郡
　
　
　
　
　
村

  
様

様
様

 
事
務
所

登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ
年
度

事
務
所

登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ
年
度

事
務

所
登
録
番
号

Ｃ
 
Ｄ
年
度

   
納
付
区
分

税
額

円
納
付
区
分

税
額

円
納
付
区
分

税
額

円

  
証
券
受
領
額
の
内
訳
延
滞
金
額

証
券
受
領
額
の
内
訳
延
滞
金
額

証
券
受
領
額
の
内
訳
延
滞
金
額

 
額
面
金
額
 

円
額
面
金
額
 

円
額
面
金
額
 

円
 

計
計

計
 

上
記
金
額
の
う
ち
 

（
　
　
　
　
　
円
）

上
記
金
額
の
う
ち
 

（
　
　
　
　
　
円
）

上
記
金
額
の
う
ち
 

（
　
　
　
　
　
円
）

 
種
類

振
出
人

種
類

振
出
人

種
類

振
出
人

 
記
号
 

番
号

支
払
場

所
記
号
 

番
号

支
払
場

所
記
号
 

番
号

支
払
場

所
 

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。
 

年
　
　
月
　
　
日

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。
 

年
　
　
月
　
　
日

上
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。
 

年
　
　
月
　
　
日

 
高
知
県
　
　
　
　
事
務
所

高
知
県
　
　
　
　
事
務
所

高
知
県
　
　
　
　
事
務
所

 
現
金
取
扱
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○印

現
金
取
扱
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○印

現
金
取
扱
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○印

 
未
納
額
明
細

元
税
額

円
延
滞
金

未
納
額

円
未
納
額
明
細

元
税
額

円
延
滞
金

未
納
額

円
未
納

額
明

細

元
税
額

円
延
滞
金

未
納
額

円

 
未
納
税

額
円
滞
納
処

分
費

円
未
納
税

額
円
滞
納
処

分
費

円
未
納
税

額
円
滞
納
処

分
費

円

 別記第12号様式の 4を削る。

別記第13号様式の 5及び別記第13号様式の 6中「自動車税種別

割」を「自動車税」に改める。

別記第69号様式中「令和 8 年 3 月31日」を「令和13年 3 月31

日」に改める。

別記第118号様式の14から別記第118号様式の14の10までを削

る。

別記第119号様式の 1から別記第119号様式の 2の 2までの規定

中「自動車税種別割」を「自動車税」に改める。

別記第119号様式の 3及び別記第119号様式の 4を次のように改

める。

第119号様式の 3及び第119号様式の 4　削除

別記第119号様式の 5 から別記第119号様式の10までの規定中

「第72条の10、」を削る。

別記第119号様式の11を次のように改める。

第119号様式の11　削除

別記第121号様式から別記第122号様式の 3までの規定中「自動

車税種別割」を「自動車税」に改める。

別記第123号様式及び別記第123号様式の 2 を次のように改め

る。
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（裏面） 

◎減免申請の際には、次の点に注意してください。 
◎減免を受けることができる場合の障害の程度については、県税事務所等で確認してください。 
◎既に減免を受けている自動車がある場合は、その状況により、新たに減免申請する自動車について減免が受
けられない場合がありますので、事前に県税事務所等にご相談ください。 

注　１　申請者は、納税義務者です。 
２　「自動車の使用状況」欄は、家族運転又は常時介護者運転の場合にのみ記入し、「施設名」欄は、「使
用目的」欄が「２　通学・通園」、「５　通所」又は「６　帰宅」の場合にのみ記入してください。 
なお、減免を受けることができる場合の施設については、県税事務所等で確認してください。 

３　免許情報記録個人番号カードを提示する場合は、特定免許情報のうち該当する事項を記入してくださ
い。なお、交付年月日欄には運転免許の年月日を記載してください。 
４　「減免番号」欄、「納税者番号」欄、「運転者住所コード」欄、「申告処理事由」欄、「非同居認定」
欄、「コード」欄、「当初税額」欄、「減免税額」欄、「決定税額」欄及び「処理」欄は、記入しないで
ください。

 
家族運転又は常時介護者運転の場合

本人運転の場合 
（身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ち
の方が運転する場合に限ります。）

 

自動車 
※１台に
限りま
す。

①　車種 
乗用車、トラック（乗車定員が４人以上のもの）、三
輪の小型自動車又はキャンピング車で自家用のもの 

②　名義 
・所有者：ディーラー等の所有権留保付のもの以外は、
身体障害者等（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方） 
・使用者：身体障害者等又は「運転免許証の表示等」欄
の運転者。ただし、ディーラー等の所有権留保付のも
のは、身体障害者等 
・身体障害者等が18歳未満又は精神障害者の場合は、所
有者及び使用者がともに同一生計の親族で可。

①　車種 
自家用のもの 

②　名義 
ディーラー等の所有権留保付のもの以
外は、所有者及び使用者がともに本人

 

運転者

・家族運転の場合 
身体障害者等と同居している親族（やむを得ない理由
により同居できない場合で、確定申告書の写し等により
扶養関係を確認することができる者は、可。） 

・常時介護者運転の場合 
単身で生活する身体障害者等又は身体障害者等のみで
構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者

本人

 
自動車の
使用内容

身体障害者等の通院、通学・通園、通勤、生業、通所、帰
宅又は日常生活のために、週１回以上又は月４回以上使用
し、かつ、１年以上継続して使用が見込まれるもの

本人が日常生活において使用するもの

 

手続に必
要なもの

①　減免申請書 
②　自動車検査証 
③　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
又は戦傷病者手帳 
④　運転免許証又はその写し（表裏とも） 
※停止期間中は、受付できません。 

⑤　住民票（続柄を省略していないもの） 
※同居でない場合は、扶養関係を証明する確定申告書
の写し等 

⑥　使用内容を証明するもの（使用目的が通院、通学・通
園、通勤、生業、通所又は帰宅の場合） 
通院証明（医療機関）、通学・通園・帰宅証明（学校
等）、通勤証明（会社等）、生業の証明（民生委員）又
は通所証明（施設等） 

⑦　使用内容を確認することができるもの（使用目的が日
常生活の場合） 
直近１箇月の自動車運行実績及び誓約書（日常生活） 

⑧　介護者の確認をすることができるもの（常時介護者運
転の場合のみ） 
自動車運行計画書及び誓約書（常時介護） 

⑨　自動車の特別仕様又は構造変更を有する自動車を取得
した場合は、その内容及び金額が分かる書類

①　減免申請書 
②　自動車検査証 
③　身体障害者手帳又は戦傷病者手帳 
④　運転免許証又はその写し（表裏とも） 
※停止期間中は、受付できません。 

⑤　自動車の特別仕様又は構造変更を有する
自動車を取得した場合は、その内容及び金
額が分かる書類

第第112233号号様様式式（第77条の２関係） 

注　１　詳細については、裏面をよくお読みください。 
２　この減免申請書に必要書類を添えて、自動車の登録時には高知県中央東県税事務所員駐在所に、既に登
録されている自動車は各県税事務所に４月１日から納期限までの間に提出してください。 

 

 減免番号
 
 年　　月　　日 

県税事務所長　様 

自動車税減免申請書 

自動車税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。 
なお、減免の判定のために必要がある場合は、身体障害者手帳等及び運転免許証の状況について、
関係機関及び関係部署に照会し、確認することについて同意します。

 納税
者番
号

納税義
務者 運転者住所コード

申告処理
事由 登録番号又は車両番号

 身体障
害者等 39 高知

 申請
者

住所
生年
月日 年　月　日

身体障害者
等との続柄 非同

居認
定

１　住民税 
２　健康保険 
３　その他  ふりがな 

氏　　名
電話
番号 コード

 身体
障害
者手
帳等
の表
示

住所 氏名 電話番号
コード

 
 

生年月日 年　　月　　日
18歳に
なる日 年　月　日 障害の程度 

該当する欄に記入するか、又
は該当する項目の番号を○で
囲んでください。

 

手帳種類

１　身体障害者手帳 

２　療育手帳 

３　精神障害者保健福
祉手帳 

４　戦傷病者手帳

有期日
付 年　月　日

 次の判
定年月 年　　月 種　　　　　　級

 障害名又は障害の状態 項症　　　　　款症

 １　療育手帳の総合判定Ａ 
２　精神障害者保健福祉手帳の障
害等級１級

 
手帳番号 第 号

交付年
月日 年　月　日

 自動
車の
使用
状況

使用目的
１　通院　２　通学・通園　３　通勤 

４　生業　５　通所　６　帰宅　７　日常生活
施設名

 運転
免許
証の
表示
等

住所 氏名 生年月日 年　 月　 日 コード
 
 

電話番号
身体障害者
等との続柄 コード

非同居
認定

１　住民税　２　健康保険 
３　その他

 
免許証番号 第　　　　　　　　　　　号

交付年
月日 年　月　日

有効
期限 年　 月　 日

 免許の種類 大型・中型・普通・大型特殊 免許の条件 なし・ある（ 　　　　　　　　　　　）
 自動

車検
査証
の表
示等

所有者
住所（所
在地）

氏名（名
称） 有効期間の満了する日

 使用者 住所 氏名 年　 月　 日

 
主たる定置場

取得年月
日 年　 月　 日

用途（自家用又
は営業用の別） 自家用  

 自動車の特別仕様又は構造変更の内容

 自動車税 当初税額 円 減免税額 円 決定税額 円

 

処
理

身体障害者手帳等及び運転免許証を現認し、高知県税条例に規定する自動車税の減免要件に該

当することを確認しました。 

年　　月　　日　　　　　　　　　　　調査員　職・氏名　　　　　　　　　　　 

前減免自動車（　　　　　　　　　　）は、廃車・移転（　　　　年　　月　　日）済み

受付印
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第第112233号号様様式式のの２２（第77条の２関係） 

注　１　申請者は、納税義務者です。 
２　「当初税額」欄、「減免税額」欄、「決定税額」欄及び「処理」欄は、記入しないでくだ
さい。 

３　自動車の特別仕様又は構造変更の内容及び金額が分かる書類を添えてください。 
４　車椅子を利用することの証明等自動車の使用目的に応じて手続に必要なものがありますの
で、県税事務所で確認してください。 

 
 

年　　月　　日
 県税事務所長　様 

申請者　住所（所在地） 

氏名（名称）　　　　　　　　　　　 

 

自動車税減免申請書 

 
自動車税の減免を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 
記

 自
動
車
の
表
示
等

所
有
者

住所（所在地）

 氏名（名称）

 使
用
者

住所（所在地）

 氏名（名称）

 
登録番号又は車両番号

用途（自家用又
は営業用の別）

自家用　・　営業用

 取得年月日 年　　月　　日 主たる定置場
 

区分

構造上、身体障害者等の 
１　利用に専ら供するための構造を有する自動車 
２　利用に供するための構造を有する自動車 
３　運転の用に供するための構造を有する自動車（営業用のも
のに限る。）

 
特別仕様又は構造変更
の内容

１　車椅子の昇降装置 
２　車椅子の固定装置 
３　浴槽の装着 
４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 自動車税 当初税額 円
 減免税額 円
 決定税額 円
 車椅子の

利用者
住所

 氏名 生年月日 年　　月　　日
 申請者との続柄 電話番号
 自動車の使用目的
 

処
理

高知県税条例に規定する自動車税の減免要件に該当することを確認しました。 

年　　月　　日 

調査員　職・氏名　　　　　　　　　　

受付印

別記第128号様式を次のように改める。

第128号様式　削除

附　則

（施行期日）

1　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。ただし、第34

条の 2の改正規定（同条第 3号の改正規定を除く。）は、令和

9年 1月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正前の高知県税規則別記第 6号様式の 5、

別記第10号様式の 2、別記第123号様式及び別記第123号様式の

2は、この規則による改正後の高知県税規則の規定にかかわら

ず、残品の限度で使用することができる。

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 8年 3月31日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第28号

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例

施行規則（平成15年高知県規則第23号）の一部を次のように改正

する。

第 3条第 1項及び第 2項中「及び第 5条第 2項」を削り、同条

第 3項中「又は第 5条第 2項」及び「の種別割」を削る。

第 4条の見出し中「の種別割」を削り、同条中「第 5条第 1項

第 3号」を「第 4条第 1項第 3号」に改める。

別記第 3号様式及び別記第 4号様式を次のように改める。
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第第４４号号様様式式（第３条関係） 

第　　　　　号 

年　　月　　日 

 

様 

 

高知県知事　　　　　　　　　　 

 

自動車税課税免除決定通知書 

 

年　　月　　日付けで課税免除の申請のありました自動車税については、次の

とおり決定しましたので通知します。 

（審査請求及び取消訴訟に関する教示） 

１　この処分に不服があるときは、この書類を受け取った日の翌日から起算して３月以内

に、行政不服審査法の規定に基づき、高知県知事に対して審査請求をすることができま

す。 

２　この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、行政事件訴訟法の規定に基づ

き、高知県を被告として（訴訟において高知県を代表する者は、高知県知事となりま

す。）提起することができます。ただし、(１)から(３)までのいずれかに該当するとき

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

(１)　審査請求があった日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。 

(２)　処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。 

(３)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

備考　審査請求及び取消訴訟に関する教示については、その内容が審査請求をすることが

できる処分の場合にのみ記載する。

 登録番号 高知（高）

 取得年月日 年　　　月　　　日

 主たる定置場

 

使用目的
 

 

決定事項
申請に係る自動車税の課税免除については、承認します・ 

非承認とします。

 

決定理由
高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条

例第４条第１項の規定に該当します・非該当です。

 課税免除をする年度 年度 免除税額 円

第第３３号号様様式式（第３条関係） 

年　　月　　日 

 

高知県知事　様 

 

 

自動車税課税免除申請書 

 

高知県特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例（以下「条例」とい

う。）第４条第１項の規定による自動車税の課税免除を受けたいので、同条第２項の規定

により次のとおり申請します。 

 申
請
者

主たる事務所の所
在地

郵便番号　　　　－ 
 

電話番号　　　　（　　　）

 （フ リ ガ ナ） 

名　　　　　　称

（ ） 

 （フ リ ガ ナ） 

代表者の職・氏名

（ ） 

 申
請
に
係
る
自
動
車

登録番号 高知（高）

 取得年月日 年　　　月　　　日

 前所有者の住所
（所在地）及び
氏名（名称）

 主たる定置場

 
使用目的

 

 

添付書類

□条例第４条第１項各号のいずれかに該当する事業を行う法人であること
を証する書類 

□自動車を条例第４条第１項各号のいずれかに該当する事業の用に供して
いる運行実績を確認することができる書類 

□法人の設立認証書の写し 
□法人の定款の写し 
□自動車検査証に記録されている自動車検査証記録事項の全てを出力した
書面（令和５年１月１日前に交付された自動車検査証の場合は、自動車
検査証の写し） 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

備考

 

 

 



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
5
2
号

令
和

8
年

6
月
1
9
日
（
金
曜
日
）
　

1
1
1
1

附　則

（施行期日）

1　この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正前の高知県特定非営利活動法人に係る県

税の課税免除に関する条例施行規則別記第 3号様式及び別記第

4号様式は、この規則による改正後の高知県特定非営利活動法

人に係る県税の課税免除に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、残品の限度で使用することができる。
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